
 

藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設整備事業提案競技審査委員会設置要綱 
 
（設置） 
第１条 藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設整備事業提案競技に係る事業者募集方針及び提案

された事業計画等の内容の審査を行うため、藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設整備事業提

案競技審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 
（組織） 
第２条 審査委員会の委員の数は１０人以内とし、学識経験者、市議会議員及び市職員等で

構成し、市長が委嘱する。 
（委員長及び副委員長） 
第３条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、市長が委嘱する。 
３ 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総括する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その

職務を代行する。 
（設置期間） 
第４条 審査委員会の設置期間は、平成１８年８月２２日から平成１９年３月３１日までと

する。 
（会議） 
第５条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。 
２ 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
３ 審査委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 
４ 審査委員会の会議は、非公開とする。 
（審査結果の公表） 
第６条 審査結果は、公表する。 
（幹事） 
第７条 審査委員会に幹事を置く。 
２ 幹事は、審査委員会の会議を補佐する。 
（庶務） 
第８条 審査委員会の庶務は、企画財政部企画政策課において処理する。 
（運営の細目） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定

める。 
 

附 則 
 この要綱は、平成１８年８月２２日から施行する。 


